
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 税務ＣＧの充実に向けた取組の実施状況 

  税務ＣＧの取組状況が良好である等の一定の場合には、次回調査時期の延長等を行う 

こととしています。 

事務年度 ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 元 

延長等対

象法人数 １９ ２８ ３６ ５１ ９０ ９７ ９７ 

※　調査（査察）部所管法人のうち、調査部特別国税調査官所掌法人（約500社）を対象

当局：リスク・ベース・アプロー

チに基づく税務調査の重点化

企業：不適切な税務処理の発生リ

スク軽減、税務調査対応負担軽減

税務ＣＧの判定

税務ＣＧの確認

改善事項への対応 企業との協力関係の構築

税務コンプライアンスの維持・向上

経営責任者等との面談

（要改善事項の伝達等）

 

 ＜取組の概要＞ 

 
税務コンプライアンスの維持・向上を図るためには、税務に関するコーポレー

トガバナンスの充実を図ることが重要かつ効果的であることから、その充実を促
す取組を実施しています。 
※ 税務に関するコーポレートガバナンス（税務ＣＧ） 

税務について経営責任者等が自ら適正申告の確保に積極的に関与し、必要な内部体制を 
整備すること。 



（参考指標） 

【税務ＣＧの取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【延長等対象法人の業種別の状況】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １ 平成 26～元事務年度に判定を行った 416社を集計 

   ２ 上記期間内に複数回判定を行った法人については、直近の判定結果により集計 

 

 

 

 

不適切行為防止策 
の整備・運用 

経営責任者等 
の関与 

経理部門の体制・機能 
の整備・運用 

再発防止策等 
の周知 

マニュアル等 
の整備・運用 

全業種 
（416 社） 

(418 社) 

サービス業 
(17 社) 

金融業・その他の業 
(59 社) 

製造業 
(206 社) 

運送業・通信業 
(50 社) 

卸売業・小売業 
(53 社) 

建設業 
(31 社) 
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＜参考指標＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

１

□適

２

□適

３

□適

４

□適

　資産の販売等に係る収益の額について、当事業年度終了の日
までに対価の額を合意していないときは、同日の現況により適
正に見積もっていますか。

□否 □非該当

　収益の計上基準に照らし、当事業年度に計上すべきであるに
もかかわらず、翌事業年度に計上している収益の額はありませ
んか。

□否 □非該当

　収益の計上基準を変更した場合、その理由は合理的かつ適切
ですか。 □否 □非該当

項 目 確 認 内 容 確 認 結 果
確 認 結 果 が 「 否 」 の 場 合 の 対 応
（ 申 告 調 整 の 有 無 等 ）

収益 　収益認識基準（※）の適用対象となる資産の販売若しくは譲
渡又は役務の提供（以下「資産の販売等」といいます。）に係
る収益の額は、法基通２－１－１ただし書の場合を除き個々の
契約ごとに計上していますか。
※　企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」

□否 □非該当

 
納税者が申告書提出前に自主的に申告書の記載誤り等を防止することがで

きるよう、税務上誤りが生じやすいと認められる事項を取りまとめた確認表を
作成し国税庁ホームページに公表しています。 
確認表には、「申告書確認表」と「大規模法人における税務上の要注意項目

確認表」があり、それぞれ次の用途で活用していただいております。 

申告書確認表 
 別表調整など申告書記載誤りを防止  ＜活用効果＞ 

 ＜活用時期＞ 

大規模法人における

要注意項目確認表 

№

共通事項 １

□適 □否

２

□適 □否 □非該当

３

□適 □否 □非該当

４

□適 □否 □非該当

５

□適 □否 □非該当

６

□適 □否 □非該当

７

□適 □否 □非該当

　各別表に記載している前事業年度からの繰越額（期首現在利益積立金額、期首現在資本金等の
額を含みます。）は、前事業年度の申告書の金額と一致していますか。

法人税額及び
地方法人税額の計算
別表一・
　　　一次葉

　当事業年度終了の時における資本金の額若しくは出資金の額が１億円超の法人、一若しくは完
全支配関係のある複数の大法人（資本金の額又は出資金の額が５億円以上の法人等）に発行済株
式等の全部を保有されている法人又は適用除外事業者（当事業年度開始の日前３年以内に終了し
た各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人）であるにもかかわらず、軽減税率を
適用していませんか。

　地方法人税額の計算につき、別表一次葉の56欄～59欄により計算していますか。
  また、別表一の40欄の金額は、別表六(二)の50欄の金額と一致していますか。

　法人税関係特別措置の適用を受ける場合、適用額明細書を添付していますか（租特透明化法第
３条参照）。

　組織再編成が行われた場合、組織再編成に係る契約書等の写し及び主要な事項に関する明細書
を添付し、適格判定を行っていますか。

　別表一の15欄及び43欄に、中間申告分の税額を正しく記載していますか。

項 目 確 認 内 容 確 認 結 果

　当事業年度に適用される別表を使用していますか。

 申告書提出前 

 決算・申告調整事項の把握漏れを防止  ＜活用効果＞ 

 ＜活用時期＞  申告書作成前 

改訂版の掲載予定 
来年２月頃に、令和２年度税制改正等に対応した改訂版を

国税庁ホームページに掲載予定です。 


